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【手続補正書】
【提出日】平成30年8月24日(2018.8.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基準シグナリングの周りでレートマッチングするための方法であって、
　ユーザ機器のトランシーバを介して、第１の帯域幅にわたってセルによって送信される
発見基準信号（ＤＲＳ）のために構成された非ゼロ電力基準信号に関連する第１のリソー
スと、第２の帯域幅にわたってＤＲＳのために構成されたゼロ電力基準信号に関連する第
２のリソースとを識別するＤＲＳ構成を受信することと、前記第１の帯域幅は前記第２の
帯域幅以下であり、
　前記トランシーバを介して、前記セルから、前記非ゼロ電力基準信号および前記ゼロ電
力基準信号のインスタンスとともに少なくとも１つのチャネルを受信することと、
　プロセッサを介して、前記第２の帯域幅にわたって前記第２のリソースの周りで前記少
なくとも１つのチャネルに対してレートマッチングを実行することと、
　を備える方法。
【請求項２】
　前記第２の帯域幅にわたって前記セルによって送信される非ゼロ電力チャネル状態情報
（ＣＳＩ）基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）に関連する第３のリソースを識別するＣＳＩフィー
ドバック構成を受信することをさらに備え、前記レートマッチングを実行することは、前
記第２の帯域幅にわたって前記第３のリソースの周りでさらに前記レートマッチングを実
行することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の帯域幅は、前記第２の帯域幅のサブセットである、請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記第２の帯域幅は、前記セルによって構成されたシステム帯域幅である、請求項１に
記載の方法。
【請求項５】
　前記システム帯域幅は２０メガヘルツ（ＭＨｚ）であり、前記第１の帯域幅は、１．４
ＭＨｚ、３ＭＨｚ、５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ、１５ＭＨｚ、または２０ＭＨｚのうちの少な
くとも１つである、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の帯域幅は、前記セルに前記非ゼロ電力基準信号の測定のフィードバックを提
供するために前記測定を実行するために構成された測定帯域幅である、請求項１に記載の
方法。
【請求項７】
　前記非ゼロ電力基準信号および前記ゼロ電力基準信号は、チャネル状態情報基準信号（
ＣＳＩ－ＲＳ）を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記レートマッチングを実行することは、前記第１の帯域幅にわたって前記第１のリソ
ースの周りで前記レートマッチングを実行することをさらに備える、請求項１に記載の方
法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのチャネルは、制御チャネルまたはデータチャネルのうちの少なく
とも１つを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　基準シグナリングの周りでレートマッチングするためのユーザ機器であって、
　第１の帯域幅にわたってセルによって送信される発見基準信号（ＤＲＳ）のために構成
された非ゼロ電力基準信号に関連する第１のリソースと、第２の帯域幅にわたってＤＲＳ
のために構成されたゼロ電力基準信号に関連する第２のリソースとを識別するＤＲＳ構成
を受信するための手段と、前記第１の帯域幅は前記第２の帯域幅以下であり、
　前記セルから、前記非ゼロ電力基準信号および前記ゼロ電力基準信号のインスタンスと
ともに少なくとも１つのチャネルを受信するための手段と、
　前記第２の帯域幅にわたって前記第２のリソースの周りで前記少なくとも１つのチャネ
ルに対してレートマッチングを実行するための手段と、
　を備えるユーザ機器。
【請求項１１】
　前記第２の帯域幅にわたって前記セルによって送信される非ゼロ電力チャネル状態情報
（ＣＳＩ）基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）に関連する第３のリソースを識別するＣＳＩフィー
ドバック構成を受信するための手段をさらに備え、実行するための前記手段は、前記第２
の帯域幅にわたって前記第３のリソースの周りでさらに前記レートマッチングを実行する
、請求項１０に記載のユーザ機器。
【請求項１２】
　前記第１の帯域幅は、前記セルに前記非ゼロ電力基準信号の測定のフィードバックを提
供するために前記測定を実行するために構成された測定帯域幅である、請求項１０に記載
のユーザ機器。
【請求項１３】
　前記非ゼロ電力基準信号および前記ゼロ電力基準信号は、チャネル状態情報基準信号（
ＣＳＩ－ＲＳ）を備える、請求項１０に記載のユーザ機器。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのチャネルは、制御チャネルまたはデータチャネルのうちの少なく
とも１つを備える、請求項１０に記載のユーザ機器。
【請求項１５】
　実行されるとき、コンピュータに、請求項１－９のうちのいずれか一項に従った方法を
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実行させるコンピュータ実行可能コードを備えるコンピュータ可読記憶媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８５】
　[0093]以上の説明は、本明細書で説明された様々な態様を当業者が実施できるようにす
るために提供されている。これらの態様への様々な変更は当業者には容易に明らかであり
、本明細書で定義された一般的原理は他の態様に適用され得る。したがって、特許請求の
範囲は、本明細書で示された態様に限定されるものではなく、クレーム文言に矛盾しない
全範囲を与えられるべきであり、単数形の要素への言及は、そのように明記されていない
限り、「唯一無二の」を意味するものではなく、「１つまたは複数の」を意味するもので
ある。別段に明記されていない限り、「いくつかの」という用語は１つまたは複数を指し
ている。当業者に知られている、または後に知られることになる、本明細書で説明された
様々な態様の要素に対するすべての構造的および機能的均等物が、参照によって本明細書
に明確に組み込まれ、特許請求の範囲によって包含されることが意図される。その上、本
明細書において開示されるものは、そのような開示が特許請求の範囲において明示的に列
挙されているかどうかにかかわらず、公に供されることは意図されていない。「ための手
段」という句を使用して要素が明確に列挙されていない限り、いかなるクレーム要素もミ
ーンズプラスファンクションとして解釈されるべきではない。
　以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　基準シグナリングの周りでレートマッチングするための方法であって、
　ユーザ機器のトランシーバを介して、第１の帯域幅にわたってセルによって送信される
発見基準信号（ＤＲＳ）のために構成された非ゼロ電力基準信号に関連する第１のリソー
スと、第２の帯域幅にわたってＤＲＳのために構成されたゼロ電力基準信号に関連する第
２のリソースとを識別するＤＲＳ構成を受信することと、前記第１の帯域幅は前記第２の
帯域幅以下であり、
　前記トランシーバを介して、前記セルから、前記非ゼロ電力基準信号および前記ゼロ電
力基準信号のインスタンスとともに少なくとも１つのチャネルを受信することと、
　プロセッサを介して、前記第２の帯域幅にわたって前記第２のリソースの周りで前記少
なくとも１つのチャネルに対してレートマッチングを実行することと、
　を備える方法。
［Ｃ２］
　前記第２の帯域幅にわたって前記セルによって送信される非ゼロ電力チャネル状態情報
（ＣＳＩ）基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）に関連する第３のリソースを識別するＣＳＩフィー
ドバック構成を受信することをさらに備え、前記レートマッチングを実行することは、前
記第２の帯域幅にわたって前記第３のリソースの周りでさらに前記レートマッチングを実
行することを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記第１の帯域幅は、前記第２の帯域幅のサブセットである、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記第２の帯域幅は、前記セルによって構成されたシステム帯域幅である、Ｃ１に記載
の方法。
［Ｃ５］
　前記システム帯域幅は２０メガヘルツ（ＭＨｚ）であり、前記第１の帯域幅は、１．４
ＭＨｚ、３ＭＨｚ、５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ、１５ＭＨｚ、または２０ＭＨｚのうちの少な
くとも１つである、Ｃ４に記載の方法。
［Ｃ６］



(4) JP 2018-501690 A5 2018.10.4

　前記第１の帯域幅は、前記セルに前記非ゼロ電力基準信号の測定のフィードバックを提
供するために前記測定を実行するために構成された測定帯域幅である、Ｃ１に記載の方法
。
［Ｃ７］
　前記非ゼロ電力基準信号および前記ゼロ電力基準信号は、チャネル状態情報基準信号（
ＣＳＩ－ＲＳ）を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記レートマッチングを実行することは、前記第１の帯域幅にわたって前記第１のリソ
ースの周りで前記レートマッチングを実行することをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記少なくとも１つのチャネルは、制御チャネルまたはデータチャネルのうちの少なく
とも１つを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１０］
　基準シグナリングの周りでレートマッチングするためのユーザ機器であって、
　トランシーバと、
　ワイヤレスネットワークにおいて信号を通信するためのバスを介して前記トランシーバ
と通信可能に結合された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記バスを介して前記少なくとも１つのプロセッサおよび／または前記トランシーバと
通信可能に結合されたメモリと、
　を備え、
　前記少なくとも１つのプロセッサおよび前記メモリは、
　前記トランシーバを介して、第１の帯域幅にわたってセルによって送信される発見基準
信号（ＤＲＳ）のために構成された非ゼロ電力基準信号に関連する第１のリソースと、第
２の帯域幅にわたってＤＲＳのために構成されたゼロ電力基準信号に関連する第２のリソ
ースとを識別するＤＲＳ構成を受信することと、前記第１の帯域幅は前記第２の帯域幅以
下であり、
　前記トランシーバを介して、前記セルから、前記非ゼロ電力基準信号および前記ゼロ電
力基準信号のインスタンスとともに少なくとも１つのチャネルを受信することと、
　前記第２の帯域幅にわたって前記第２のリソースの周りで前記少なくとも１つのチャネ
ルに対してレートマッチングを実行することと、
　を行うように動作可能である、ユーザ機器。
［Ｃ１１］
　前記少なくとも１つのプロセッサおよび前記メモリは、前記第２の帯域幅にわたって前
記セルによって送信される非ゼロ電力チャネル状態情報（ＣＳＩ）基準信号（ＣＳＩ－Ｒ
Ｓ）に関連する第３のリソースを識別するＣＳＩフィードバック構成を受信するようにさ
らに動作可能であり、
　前記少なくとも１つのプロセッサおよび前記メモリは、少なくとも一部、前記第２の帯
域幅にわたって前記第３のリソースの周りでさらに前記レートマッチングを実行すること
によって、前記レートマッチングを実行するように動作可能である、
　Ｃ１０に記載のユーザ機器。
［Ｃ１２］
　前記第１の帯域幅は、前記第２の帯域幅のサブセットである、Ｃ１０に記載のユーザ機
器。
［Ｃ１３］
　前記第２の帯域幅は、前記セルによって構成されたシステム帯域幅である、Ｃ１０に記
載のユーザ機器。
［Ｃ１４］
　前記システム帯域幅は２０メガヘルツ（ＭＨｚ）であり、前記第１の帯域幅は、１．４
ＭＨｚ、３ＭＨｚ、５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ、１５ＭＨｚ、または２０ＭＨｚのうちの少な
くとも１つである、Ｃ１３に記載のユーザ機器。
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［Ｃ１５］
　前記第１の帯域幅は、前記セルに前記非ゼロ電力基準信号の測定のフィードバックを提
供するために前記測定を実行するために構成された測定帯域幅である、Ｃ１０に記載のユ
ーザ機器。
［Ｃ１６］
　前記非ゼロ電力基準信号および前記ゼロ電力基準信号は、チャネル状態情報基準信号（
ＣＳＩ－ＲＳ）を備える、Ｃ１０に記載のユーザ機器。
［Ｃ１７］
　前記少なくとも１つのプロセッサおよび前記メモリは、少なくとも一部、前記第１の帯
域幅にわたって前記第１のリソースの周りで前記レートマッチングを実行することによっ
て、前記レートマッチングを実行するように動作可能である、Ｃ１０に記載のユーザ機器
。
［Ｃ１８］
　前記少なくとも１つのチャネルは、制御チャネルまたはデータチャネルのうちの少なく
とも１つを備える、Ｃ１０に記載のユーザ機器。
［Ｃ１９］
　基準シグナリングの周りでレートマッチングするためのユーザ機器であって、
　第１の帯域幅にわたってセルによって送信される発見基準信号（ＤＲＳ）のために構成
された非ゼロ電力基準信号に関連する第１のリソースと、第２の帯域幅にわたってＤＲＳ
のために構成されたゼロ電力基準信号に関連する第２のリソースとを識別するＤＲＳ構成
を受信するための手段と、前記第１の帯域幅は前記第２の帯域幅以下であり、
　前記セルから、前記非ゼロ電力基準信号および前記ゼロ電力基準信号のインスタンスと
ともに少なくとも１つのチャネルを受信するための手段と、
　前記第２の帯域幅にわたって前記第２のリソースの周りで前記少なくとも１つのチャネ
ルに対してレートマッチングを実行するための手段と、
　を備えるユーザ機器。
［Ｃ２０］
　前記第２の帯域幅にわたって前記セルによって送信される非ゼロ電力チャネル状態情報
（ＣＳＩ）基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）に関連する第３のリソースを識別するＣＳＩフィー
ドバック構成を受信するための手段をさらに備え、実行するための前記手段は、前記第２
の帯域幅にわたって前記第３のリソースの周りでさらに前記レートマッチングを実行する
、Ｃ１９に記載のユーザ機器。
［Ｃ２１］
　前記第１の帯域幅は、前記第２の帯域幅のサブセットである、Ｃ１９に記載のユーザ機
器。
［Ｃ２２］
　前記第２の帯域幅は、前記セルによって構成されたシステム帯域幅である、Ｃ１９に記
載のユーザ機器。
［Ｃ２３］
　前記第１の帯域幅は、前記セルに前記非ゼロ電力基準信号の測定のフィードバックを提
供するために前記測定を実行するために構成された測定帯域幅である、Ｃ１９に記載のユ
ーザ機器。
［Ｃ２４］
　前記非ゼロ電力基準信号および前記ゼロ電力基準信号は、チャネル状態情報基準信号（
ＣＳＩ－ＲＳ）を備える、Ｃ１９に記載のユーザ機器。
［Ｃ２５］
　前記少なくとも１つのチャネルは、制御チャネルまたはデータチャネルのうちの少なく
とも１つを備える、Ｃ１９に記載のユーザ機器。
［Ｃ２６］
　基準シグナリングの周りでレートマッチングするためのコンピュータ実行可能コードを
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備えるコンピュータ可読記憶媒体であって、前記コードは、
　第１の帯域幅にわたってセルによって送信される発見基準信号（ＤＲＳ）のために構成
された非ゼロ電力基準信号に関連する第１のリソースと、第２の帯域幅にわたってＤＲＳ
のために構成されたゼロ電力基準信号に関連する第２のリソースとを識別するＤＲＳ構成
を受信するためのコードと、前記第１の帯域幅は前記第２の帯域幅以下であり、
　前記セルから、前記非ゼロ電力基準信号および前記ゼロ電力基準信号のインスタンスと
ともに少なくとも１つのチャネルを受信するためのコードと、
　前記第２の帯域幅にわたって前記第２のリソースの周りで前記少なくとも１つのチャネ
ルに対してレートマッチングを実行するためのコードと、
　を備える、コンピュータ可読記憶媒体。
［Ｃ２７］
　前記コードは、前記第２の帯域幅にわたって前記セルによって送信される非ゼロ電力チ
ャネル状態情報（ＣＳＩ）基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）に関連する第３のリソースを識別す
るＣＳＩフィードバック構成を受信するためのコードをさらに備え、
　実行するための前記コードは、前記第２の帯域幅にわたって前記第３のリソースの周り
でさらに前記レートマッチングを実行する、
　Ｃ２６に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
［Ｃ２８］
　前記第１の帯域幅は、前記第２の帯域幅のサブセットである、Ｃ２６に記載のコンピュ
ータ可読記憶媒体。
［Ｃ２９］
　前記第２の帯域幅は、前記セルによって構成されたシステム帯域幅である、Ｃ２６に記
載のコンピュータ可読記憶媒体。
［Ｃ３０］
　前記第１の帯域幅は、前記セルに前記非ゼロ電力基準信号の測定のフィードバックを提
供するために前記測定を実行するために構成された測定帯域幅である、Ｃ２６に記載のコ
ンピュータ可読記憶媒体。
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